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１ 施設の目的  

（１） 短期入所 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第８項（平成１

７年法律第１２３号。以下「法」という。）に規定する短期入所を運営し、障害者等の

心身の健康保持並びに障害者及びその家族の生活の安定を図ることを目的としている。 

（２） 相談支援 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第７７条第１項第３号

（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）に規定する事業を実施するものと

し、障害者基本法第２条（昭和４５年法律第８４号）に基づく障害者若しくは障害児、

難病者（以下「障害者等」という。）、その家族又は障害者等の介護を行う者等からの

相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与し、虐待の防止や権利擁護のために必要

な援助を行うとともに、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる

ように支援することを目的とする。 

２ 対象施設  

（１） 施設の名称及び所在地 

① 名 称 川口市障害者短期入所施設朝日しらゆりの家 

② 所在地 川口市朝日３丁目１６番１４号（朝日高層住宅の１階） 

（２） 建物概要 

① 構  造  鉄骨鉄筋コンクリート造地上１１階塔屋２階 

② 延床面積  ５１４．２７㎡（１階の一部） 

③ 施設内容 

事務室                 ３８．１６㎡ 

デイルーム兼食堂（畳スペース含む）   ６６．７８㎡ 

居室                  １９．０８㎡×６室 

                    １４．３１㎡×２室 
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浴室                  ４０．０３㎡ 

厨房（休憩室及びトイレ含む）      ３９．５８㎡ 

医務室                  ９．５４㎡ 

トイレ・宿直室・廊下等        １７７．０８㎡ 

計       ５１４．２７㎡ 

   ※ 別途、スプリンクラー設置スペースあり。 

３ 指定管理者が行う業務の概要  

川口市障害者短期入所施設朝日しらゆりの家の目的等に基づく業務及び次の業務を行うこ

ととする。 

（１） 法に基づく短期入所に関すること 

① 定員 

１０名 

② 医療的ケアの必要なかたの受け入れに関すること 

たん吸引及び経管栄養等医療的ケアが必要なかたを受け入れること。 

③ 川口市からの要請による受け入れに関すること 

緊急時等、川口市からの要請による入所依頼は受け入れること。 

   ④あ利用者の送迎について 

    ・送迎に困窮する障害者については、送迎について配慮すること。 

   ⑤あ日中活動への参加について 

    ・市内通所事業所利用者の送迎に対応できる体制を整えること。 

 

（２） 川口市障害者短期入所施設朝日しらゆりの家の利用及び利用の許可に関する 

こと 

① 利用の申し込みに関すること 

・ 公の施設として常に平等な対応を確保すること。 
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・ 対面、電話、ＦＡＸ等による各種問い合わせ及び施設見学等について対応する

こと。 

・ リーフレットをはじめ、他の媒体を活用して、適切な広報を行うこと。 

② 利用に関すること 

・ 施設の利用に必要なマニュアルを作成するとともに、利用者が行なう諸手続に

必要な助言を行うこと。 

・ 施設の利用等について、利用者から意見、要望等があった場合は、適切な対応

をし、内容を市に報告すること。 

③ 利用者の安全確保に関すること 

・ 施設内及び施設周辺を適宜巡回し、火気及び不審物等の確認を行うこと。 

・ 災害や緊急時等における利用者の避難、誘導、安全確保、必要な通報等につい

ての計画を作成すること。 

・ 災害等において、市が避難場所として利用する必要があると認めるときは、そ

の指示に従うこと。 

・ 急病、けが等に対応できるよう、関係機関と連携を図ること。 

・ 適切な衛生管理を行ない、感染症予防に配慮すること。 

・ 調理室の管理については、食中毒の防止対策に万全を期すとともに、食品衛生

法の規定に従い、安全衛生管理を徹底すること。 

④ 職員の安全確保に関すること 

・ 業務における安全管理指導を定期的に行なうこと。 

⑤ 経営管理業務に関すること 

ア モニタリング 

・ 市民及び利用者ニーズの把握に係る有効な調査を行うこと。 

イ 文書管理 

・ 業務日誌を作成し、市が求めた場合はこれを提示すること。 

・ 業務に係る文書を適正に管理すること。 
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・ 指定期間の満了等に伴い管理業務を終了するときは、管理に係る文書を市又

は市が指定する団体等に引継ぐこと。 

ウ 事業計画・報告 

・ 定められた時期に事業計画書、事業報告書等を作成し提出すること。 

エ 連絡調整 

・ 川口市地域生活支援拠点等ネットワーク会議等に出席し、業務の状況報告や

情報交換を行うこと。 

オ 職員の管理 

・ 業務を効果的かつ効率的に行なうために必要な人員配置及び勤務形態をとる

こと。 

・ 施設の管理責任者を置き、市に報告すること。 

・ 職員の資質の向上を図るため、研修を実施するとともに施設の管理運営に必

要な知識及び技術の習得に努めること。 

 

（３） 施設及び設備の維持、管理及び軽微な修繕に関すること 

① 事務処理に必要な消耗品費、光熱水費、通信運搬費等の支払い及び手続きに関す

ること 

・ 電気、水道、ガス等の使用状況を把握するとともに、環境に配慮した運転によ

り、エネルギーの削減に努めること。 

・ 消耗品等の補充を行うとともに、補充に当たってはグリーン購入の推進や資源

リサイクルに配慮すること。 

② 大規模修繕を除く、小破修繕（１件税込み５０万円以下）に関すること 

・ 修繕記録を整理し、市に報告すること。 

③ 清掃管理、空調設備保守点検、スプリンクラー保守点検、自動ドア保守点検等の

日常的な維持管理に必要な保守点検業務に関すること 

・ 保守点検を随時行い、常に良好な環境を維持するとともに、細心の注意をもっ

て設備及び備品等を管理し、必要な修繕を行うこと。 

・ 日常清掃と施設周辺の定期清掃を行うこと。 
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④ 利用者の損害保険の加入に関すること 

⑤ その他安全対策、備品購入、廃棄物収集委託等に関すること 

・ 利用者の障害特性等を踏まえた上で、非常災害時において利用者が迅速に避難

できるよう配慮すること。 

・ 利用者の特性、施設の設備に応じて必要な備品を設けること。 

・ その他、利用者のニーズ等を踏まえ、必要な備品を設けること。 

 

（４） 居住サポート事業に関すること 

① 不動産業者に対する物件のあっ旋依頼、及び家主等との契約手続き等の入居支援

に関すること。 

   ② ２４時間３６５日対応の相談体制に関すること。 

③ 関係機関とのサポート体制の調整に関すること。 

   ④ その他必要な相談業務で、市が特に必要と認めるもの。 

 

（５） その他必要な管理業務で、市長が特に認めるものに関すること 

① 緊急時対策、防犯･防災対策、苦情処理等に関すること 

② 情報公開及び個人情報保護に関すること 

 

（６） 上記に掲げるもののほか、協定書に定める事項に関すること 

４ 業務実施に係る基本事項  

（１） 開所時間 

２４時間 

（２） 休所日 

なし 

（３） 利用料金   

法に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額 
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（４） 食事提供費   

法第２９条第１項に規定する特定費用とするもの 

※ ただし、利用者の自己負担は１食５００円以内とする。 

（５） 利用対象者  

① 法第２２条第８項の障害福祉サービス受給者証の交付を受けている者 

② 身体障害者福祉法第１８条第１項（昭和２４年法律第２８３号）の規定により措置

の決定を受けた者 

③ 知的障害者福祉法第１５条の４（昭和３５年法律第３７号）の規定により措置の決

定を受けた者 

④ その他市長が緊急に支援の必要があると認めた者 

 

５ 施設と家庭・地域・関係機関等との連携に関する事項  

（１） 家庭との連携 

① 利用者の様子から必要があると判断した場合には、家庭と連絡をとり適切な支援

を行うこと。 

② 家庭環境等の面で特に援助が必要な利用者に対しては、関係機関等と協力して継

続的に援助を行うこと。 

 

（２） 地域との連携 

① 施設の運営や活動の状況等について、保護者や地域住民等に積極的に情報提供を

行い、その信頼関係を築くこと。 

② 地域の人材・組織等との連携・協力関係を築くこと。 

③ 障害者虐待等により支援が必要な場合には、市と連携して対応を図ることが求め

られるので、関係機関等との連携・協力関係を築いておくこと。 
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（３） 関係機関等との連携 

① 指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者との密接な連携を図ること。 

② 利用者の問題解決等を図ることが必要である場合には常に連絡を取り合い、適切

な対応が取れるように連絡体制を整えておくこと。 

 

６ 職員の配置及び職務等に関する事項  

川口市障害者短期入所施設朝日しらゆりの家の職員の配置、職務、職場倫理及び職員研修

については以下のとおりとする。 

（１） 職員配置 

①  短期入所 

関連法令を遵守するとともに、効果的・効率的に管理運営を行うことができる

よう体制を整備し、業務を遂行するために必要な知識、技能及び経験を考慮して

適正な数の人数を配置すること。 

ア 管理者 

関連法令を遵守すること 

イ 生活支援員 

日中、夜勤を問わず、関連法令を遵守するとともに、利用者の身体その他の状

況及びその置かれている環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要

な保護を適切かつ効果的に行うことができるよう、適正な人員を配置すること。 

ウ 看護職員（正看護師、准看護師） 

医療的ケアの必要な利用者の受け入れができるよう、適正な看護職員を配置す 

     ること。 

エ その他 

食事提供加算の算定を想定しており、刻み食や軟食はもとより、ミキサー食 

（ペースト）程度の対応まで可能とする体制を整えること。 
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利用者の栄養並びに身体の状況及び嗜好を考慮し、適切な食事の提供に努める

こと。 

②  相談支援 

ア 生活相談員 

緊急時における相談が受付けられるよう、２４時間３６５日体制で相談員を１

名以上配置すること。ただし、業務に支障がない場合に限り、他の職との兼務を

認めることとする。 

 

（２） 管理者の職務 

管理者は、職員の管理、指定短期入所利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把

握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定短期入所の

実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行うこと。 

 

（３） 生活支援員の職務 

生活支援員は、利用者及び家族等からの相談に応じ、職員に対する技術指導、事業計画

の作成、関係機関との連絡調整を行うこと。 

 

（４） 看護職員の職務 

看護職員は、サービスの提供にあたるとともに、利用者の日々の健康状態のチェック、

保健衛生上の指導や看護を行うこと。 

 

（５） 生活相談員の職務 

生活相談員は、利用者及び家族等からの来所や電話などでの相談に、２４時間３６５日

対応するとともに、相談受付票を作成し関係機関との連絡調整を行うこと。 

 

（６） 朝日しらゆりの家職場倫理 

① 職員は、入居者の生命を尊び、利用者が健やかで快適な生活ができるように支援し

なければならない。これは、川口市障害者短期入所施設朝日しらゆりの家で活動する

ボランティアにも求められる。 
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② 職員に求められる倫理として、次のようなものが考えられる。 

ア 個々の生活習慣、価値観を尊重すること。 

イ 個人情報の取り扱いと利用者のプライバシー保護に関すること。 

ウ 自立への意欲を尊重し、取り組み支援に関すること。 

エ 利用者を支える人々との相互理解を図り、連携に関すること。 

オ 専門的役割を認識し、職員相互のチームワークと自己研鑽により、支援の質の向

上に努めること。 

 

（７） 職員の研修 

① 職員全員が利用者の障害状況等を正しく理解するとともに、より理解を深めてい 

くための研修等の機会を確保するとともに、利用者が安心かつ安全に利用できるよ 

う、虐待防止、接遇応対及び支援技術の向上に取組むこと。 

② 自ら主催する研修以外に、他の機関が実施する研修に職員を参加させるよう努め

ること。 

 

７ 業務上の注意事項  

指定管理者は、業務を行うにあたり、次に掲げる事項を遵守すること。 

なお、指定期間中にこれらの法令等に改正等があった場合は、改正された内容とする。 

（１） 指定管理者は業務の遂行に関連する法令等を遵守すること。 

① 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

② 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）はじめ労働関係法令 

③ 川口市自治基本条例（平成２１年条例第６号） 

④ 川口市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年条例第１

１号） 

⑤ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号） 

⑥ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８

年政令第１０号） 
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⑦ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１

８年厚生省令第１９号） 

⑧ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害

福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生省令第

１７１号） 

⑨ 川口市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例（平成２９年条例第６３号） 

⑩ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号） 

⑪ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成２３年６

月２４日号外法律第７９号） 

⑫ 川口市児童、高齢者及び障害者に対する虐待の防止等に関する条例（平成２５年

条例第３４号） 

⑬ 川口市障害者短期入所施設設置及び管理条例（平成２７年条例第５４号） 

⑭ 川口市障害者短期入所施設設置及び管理条例施行規則（平成２８年規則第５号） 

⑮ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

⑯ 川口市情報公開条例（平成１２年条例第４９号） 

⑰ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）、水道法（昭和３２年法律第１７７号）、

その他施設又は設備の維持管理又は保守点検に関する法令 

⑱ その他関連法令等 

（２） 会計区分について 

管理運営業務に係る収入及び支出は，専用の管理口座を設けて経理すること。 

（３） 租税公課について 

指定管理者制度により市の施設を運営する場合であっても、会社等の法人に係る市民

税、事業を行うものに係る事業所税、指定管理者が新たに設置した償却資産に係る固定

資産税等について、課税の対象となる場合がある。国税については税務署、県税につい

ては県税事務所、市税については川口市理財部市民税課、固定資産税課等に確認し適正

に行うこと。 

（４） 指定管理者募集要項、仕様書、協定書、川口市長の指示等を遵守すること。 

（５） 川口市の施策、事業には積極的に協力すること。 
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（６） 市及び関係機関との連絡調整を十分図ること。 

（７） 業務の委託について 

指定管理業務を一括して第三者に委託することはできない。ただし、指定管理業務の

一部を委託する場合については、あらかじめ市と協議をして決定すること。また、その

場合、市内業者の育成及び市内経済の活性化を図るため、可能な限り市内業者（本社が

川口市）を活用すること。 

（８） 個人情報の保護について 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）を遵守し、個人情報を適正

に取り扱うよう十分に注意を払い、個人情報の適正な取り扱いの具体的な内容等につい

ては、別途、協定書で定めるもの。 

（９） 情報公開について 

指定管理業務の遂行にあたり作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録等で指

定管理者が管理しているものについては、川口市情報公開条例の趣旨にのっとり、情報

公開規程を定める等情報公開に関し必要な措置を講ずること。なお、情報公開の具体的

な内容等については、別途、協定書で定める。 

（１０） 守秘義務について 

指定管理業務の遂行にあたり、知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。指定期

間が終了し、又は解除された後も同様とする。 

（１１） 禁止事項について 

① 川口市長の許可なく施設・設備の改造は禁止する。 

② 川口市長の許可なく施設を利用して指定管理者及び他業者の広告・宣伝は禁止す

る。 

③ 指定管理者の指定及び協定を締結したことにより生じる権利又は義務を第三者に

譲渡し、もしくは、継承させ、又は担保に供してはならない。 

 （１２）あ施設・設備を施設の目的外に使用する場合（自動販売機等）は、川口市長の許 

     可を受け、川口市長に所定の目的外使用料を納付すること。 

 （１３）あ指定管理業務を行う際は、当該施設が指定管理者により管理・運営されている 

     施設であることを利用者に示すため、施設内や案内パンフレット等に指定管理者 

     名を表示するものとし、表示の仕様は市と協議すること。 

 （１４）あ施設の管理運営に関し規程等を設ける場合は、市と協議により定めること。 

 （１５）あ川口市障害者短期入所施設朝日しらゆりの家の設置趣旨に鑑み、川口市障害者  

     短期入所施設朝日しらゆりの家において営利事業､宗教活動及び政治活動を行っ 

     てはならない｡ 
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 （１６）あその他､要項に記載のない事項については市と協議すること｡ 

 

８ 管理費用及びリスクの分担に関する項目  

川口市障害者短期入所施設朝日しらゆりの家の管理費用及びリスクの分担については以下

のとおりとする。 

（１） 管理費用について 

① 事務経費、通信運搬費、光熱水費等について 

請求に基づき指定管理者が支払う｡ 

② その他 

廃棄物収集委託及び維持管理に必要な経費は指定管理者が負担する。 

利用者に対する材料費等の実費徴収分については、指定管理者の収入とする。 

 

（２） リスク分担について 

リスクの分担については、別紙「リスク分担表」に示すとおり。 

これらは、帰責事由の所在が不明確になりやすいリスクについて、その方針を示した

ものであり、詳細については協定の締結を行う際に市と指定管理者が協議して決定する

もの。 

 

９ 事業報告に関する項目  

指定管理者が協定等に従い管理運営を行っているか、住民サービスを安定かつ継続的に提

供できることが可能な財務状況にあるのか等について、定期的に報告を行うこと。その結果、

改善を要する事項があった場合は、適切な指示等必要な措置を講ずること。また、毎年度終

了後市が指定する期日までに事業報告書を提出すること。  

（１） 報告義務 

指定管理者は、下記に定めるケースがあった場合は直ちに市に報告するもの 。 
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① 施設において事故が発生したとき。  

② 家族等からの虐待が疑われるとき。 

③ 災害又は他の事由により施設又は設備を損傷したとき。  

④ 金融機関との取引が停止したとき。  

⑤ その他管理業務に支障をきたす事由が発生したとき。  

 

（２） 定期報告  

管理運営業務の実施結果について、毎月利用者実績等について報告を行うこと（利用

不許可の件数・理由等も併せて報告すること）。 

 

（３） 事業報告  

毎年度終了後市が指定する期日までに次の事項を記載した事業報告書（必要と認める

書類の添付を含む。）を提出するもの。ただし、年度の途中において地方自治法第２４

４条の２第１１項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起

算して６０日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

なお、事業報告書には、市長等が必要と認める書類を添付すること。 

（川口市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第９条）  

① 管理に係る業務の実施状況  

② 利用に係る料金の収入の実績  

③ 管理に係る経費の収支状況  

④ その他管理の実態を把握するために市長等が必要と認める事項  

 

１０ モニタリング及び評価について  

指定管理者はその運営内容について自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めるもの

とし、施設の適正な管理運営を把握するため、以下の項目に定めるとおり定期的にモニタリ

ング及び評価を実施すること。また、その際には利用者アンケート等を実施すること。 

 

（１） 年度評価 

事業報告をもとに利用者満足度調査結果等から自己評価を行うこと。 
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（２） 中間評価 

年度評価に加え、福祉部指定管理者候補者選定及び評価専門委員会・川口市指定管理

者候補者選定及び評価会議による評価を受けること。 

（３） 市による指示・指導  

事業報告、年度評価及び中間評価結果において、川口市から改善を要する事項があっ

た場合は、必要な措置を講ずること。 

指定管理者は、市の要望に応じて、実施状況の調査、帳簿その他関係書類等の閲覧、

説明若しくは報告書の提出、又は必要な指示を受けること。 

 

１１ 事業計画について  

毎年度市が指定する期日までに次年度事業計画書を作成し、市に提出すること。 

なお、その他詳細については協定において定める。 

 

１２ 指定期間終了時における引継ぎについて  

指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく施設の業務を遂行できるよう、必

要な引継ぎを行うこと。 

なお、業務引き継ぎに要した費用は、すべて指定管理者として選定された法人等の負担と

する。 

 

１３ 協議について  

この仕様書に規定するもののほか、管理運営の基準について疑義が生じた場合は、市と協

議して決定する。 
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リスク分担表 

 

種 類 内 容 
負担者 

市 指定管理者 

法令等の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 協議 

上記以外の場合  ○ 

税制度の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 協議 

上記以外の場合  ○ 

物価変動 物価変動に伴う経費の増  ○ 

需要変動 
大規模な外的要因による需要変動 協議 

それ以外のもの  ○ 

資金調達 
資金調達不能による管理運営の中断等  ○ 

金利上昇等による資金調達費用の増加  ○ 

不可抗力 

天災、暴動その他市または指定管理者のいずれの責

めにも帰すことができない自然的または人為的な現

象による履行不能 

協議 

事業の中止・延期 
市の指示によるもの ○  

指定管理者の事業放棄、破綻  ○ 

備品等の損傷 

市が整備した備品等の損傷・盗難（指定管理者の責

めに帰すべき場合） 
 ○ 

市が整備した備品等の損傷・盗難（上記以外の場合） 協議 

指定管理者が整備した備品等の損傷・盗難  ○ 

施設利用者及び第

三者等への損害 

指定管理者の責めに帰すべき事由により損害が生じ

た場合 
 ○ 

上記以外の場合 協議 

施設等の損傷 

指定管理者の責めに帰すべき場合  ○ 

修繕に係る費用が１件あたり５０万円以下の場合  ○ 

上記以外の場合 協議 

許認可遅延等 

市が取得すべき許認可等が取得・更新されないこと

によるもの 
○  

指定管理者が取得すべき許認可等が取得・更新され

ないことによるもの 
 ○ 

準備行為 
管理運営業務の遂行に必要な人員の確保及び訓練、

研修等の実施 
 ○ 

事業終了時の現状

復帰 

指定管理期間の終了または期間途中での業務廃止の

場合における原状復帰、業務引継ぎ等に要する費用 
 ○ 

議会の議決 
指定管理者指定議案が可決されなかったことに起因

するもの 
 ○ 

住民及び利用者へ

の対応 

指定管理業務の内容に対する周辺住民、利用者等か

らの要望、苦情等への対応 
 ○ 
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リスク分担表 

種 類 内 容 
負担者 

市 指定管理者 

要求水準仕様未達 サービスの仕様、要求水準の不適合、未達  ○ 

計画変更 事業内容の変更 協議 

運営費上昇 計画変更以外の要因による運営費の増大  ○ 

保管業務 遺失物、取得物の措置  ○ 

セキュリティ 

施設の管理・警備の不備によるもの  ○ 

情報の管理及び保護に関するもの  ○ 

上記以外の場合 ○  
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